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食肉製品の安全確保について 

(社)日本食肉加工協会 

管理部 西坂嘉代子 

 

○食肉製品の分類 

 食肉製品は食品衛生法に基づく規格基準が定められており、規格基準の加熱殺菌条件、

水分活性などの違いにより次のように分類されます。 

食品名 製造方法の特徴 製品群名 保存方法 

ロースハム、ウインナーソ

ーセージなど 

中心部を63℃、30分間(同等)

以上加熱殺菌する。 

加熱食肉製品 10℃以下 

ローストビーフなど 中心部を60℃、12分間(同等)

以上加熱殺菌する。 

特定加熱食肉製品 10℃以下又は

４℃＊以下 

ラックスハム(生ハム)など 低温でくん煙又は乾燥する。非加熱食肉製品 10℃以下又は

４℃＊以下 

サラミソーセージ、ビーフ

ジャーキーなど 

くん煙又は乾燥により水分

活性を0.87未満にする。 

乾燥食肉製品 常温 

＊：水分活性が0.95以上の場合 

 

○食肉製品の製造方法（ロースハムの場合の例示） 
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   食塩、香辛料、食品

添加物などを加えて

漬込む。 

 中心部が 63℃、30

分間以上になるまで

加熱殺菌 

 真空包装、窒素ガス

置換など 

 

○食肉加工品の使用原料肉 

  使用原料肉約４８万トンの内訳(2004年統計より) 

 使用割合 国 産 輸 入 

全 体  ２５％ ７５％

豚 肉 ８８％ ２０％ ８０％

牛 肉 ２％ １０％ ９０％

 


